
令和８年度 島本町産前・産後ヘルパー派遣事業 委託事業者募集要項  
 

１ 目的  

島本町では、母親が産前・産後に体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難な世帯に産

前・産後ヘルパーを派遣し、家事又は育児等について援助する事業を行うことにより、母親の心

身の健康を維持し、子の健やかな成長を図ることを目的に産前・産後ヘルパー派遣事業を実施し

ます。つきましては、島本町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱に基づき、事業を委託する事

業者を募集します。 

 

２ 業務内容  

別紙「島本町産前・産後ヘルパー派遣事業委託業務仕様書」のとおり 

 

３ 応募資格  

「島本町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱」及び「島本町産前・産後ヘルパー派遣事業委

託業務仕様書」に定める業務の履行が可能な事業者で、次に掲げる（１）（２）の条件を満たす

者とする。 

（１）次の①～③のいずれかの条件を満たすこと。 

  ①介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者 

であり、同法第８条第２項に規定する「訪問介護」を行う者 

②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第３６条に規定する指定障害福祉サービス事業者であり、同法第５条第２項に規定する「居

宅介護」を行う者 

③①又は②と同等の援助が提供できる者（上記の事業と類似の家事支援又は子育て支援事業に

ついて実績がある者に限る。） 

（２）次の①～④の全ての条件を満たすこと。 

   ①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者として島 

    本町から指名停止措置を受けていない者 

   ②会社更生法、民事再生法等の規定に基づく更生又は再生手続きをしていない者 

   ③島本町暴力団排除条例（平成２６年島本町条例第８号）第２条第１号に規定する暴力団、同 

    条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団密接関係者のいずれにも該当し 

    ない者 

 ④その他、関係法令等を順守できる者 

 

４ 契約期間  

契約締結日から令和９年３月３１日まで  

※令和８年７月からの業務開始を予定 

  

５ 要綱及び仕様書  

別紙参照  

  

６ 委託料  

別表２に定める額から別表１に定める額を減じた額とする。事業者は、利用者の属する世帯の

区分及び派遣時間に応じて利用者から別表に定める利用者負担金を直接徴収することとする。た

だし、事前訪問については利用者負担金がないため、別表２の全額とする。 



  

７ 事業開始までの流れ  

（１）応募（申請）  

（２）書類審査 

（３）審査結果通知 

（４）本業務の開始 

  

８ 応募（申請）に関する事項  

（１）提出先  

〒618-0022 

大阪府三島郡島本町桜井三丁目４番１号 ふれあいセンター内 

島本町 健康福祉部 すこやか推進課 

電 話：０７５－９６１－１１２２   

ＦＡＸ：０７５－９６１－１１１６ 

メールアドレス：kenkou@shimamotocho.jp 

  

（２）提出書類  

①島本町産前・産後ヘルパー派遣事業委託事業者申請書 

②島本町産前・産後ヘルパー派遣事業委託事業者申請にかかる誓約書 

③事業者概要 

④登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) 

⑤指定書の写し（３（１）①②に該当する者）又は、類似事業の実績（３（１）③に該当する 

者） 

⑥島本町産前・産後ヘルパー派遣事業従事者名簿 

 

（３）書類の提出方法  

事前連絡の上、郵送または窓口にてすこやか推進課宛に提出  

  

（４）書類の提出期限 

  令和８年７月から事業を開始する場合は、令和８年５月１５日までに提出 

※以降も令和８年１２月末まで提出受付 

   

９ 審査及び結果の通知  

提出書類により審査を行い、必要な基準を満たすと判断できる事業者を受託者と決定し、契 

約を締結する。  

審査の結果は結果通知書により事業者に通知する。 

 

10  契約を締結した事業者名等の公開 

契約を締結した事業者については、事業者名、事業者所在地等について町ホームページにお

いて公表する。  

  

11 注意事項等  

(１) 応募（申請）に要する諸費用は応募者の負担とする。  

(２)  提出された書類については返却しない。  

(３) 提出後に辞退するときは、辞退届（任意様式）を提出すること。 



 

別表１（第１１条関係） 

利用者負担金 

利用者の属する世帯の区分 最初の１時間 以降３０分ごと 

⑴ 次号及び第３号に掲げる世帯以外の世帯 ５００円 ２５０円 

⑵ 生計中心者が当該年度分市町村民税所得

割非課税者である世帯（次号に掲げる世帯を

除く。） 

２００円 １００円 

⑶ 生活保護世帯及び生計中心者が市町村民

税所得割非課税者であるひとり親世帯 
  ０円   ０円 

 

別表２（第１３条関係） 

委託料（交通費等諸経費、消費税及び地方消費税を含む） 

事前訪問 ２，７００円 

１時間まで ３，８００円 

１時間超１時間３０分まで ５，７００円 

１時間３０分超２時間まで ７，６００円 

 

 


